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教 育 委 員 会 定 例 会 
 

日 時  令和５年１１月２１日（火） 

午後１時 30分～午後２時 17分 

                   場 所  

防災コミュニティセンター教育委員会大会議室 

 

出席者：教育長 菅沼浩行  教育委員 貴田太史、西山清和、山田貴子 

 

事務局及び出席者：大木学校教育課長、村松社会教育課長、常盤社会教育課副課長 

二見図書館長、二宮美術館長、八子スポーツ振興担当 

石井指導主事、神保学校教育課管理係長、岸岡主査 

          

菅沼教育長 皆さん、こんにちは。お忙しい中ご参集いただき、ありがとうございます。

本日、深澤委員は欠席となります。ただいまの出席者数は４名です。地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第１４条第３項に定める定足数に達しておりますので、こ

れより令和５年湯河原町教育委員会１１月定例会を開会いたします。本日の議事日程

は、お手元に配布のとおりです。会議録署名委員は会議規則第３５条の規定により、

貴田委員、山田委員の２名を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

   それではまず、非公開とする案件についてお諮りいたします。案件（１）議決事項 

議案第２７号 湯河原町教育委員会人事についてにつきましては、人事に関する案件

でございます。次に議案第２８号 令和５年度湯河原町教育支援委員会結果について

につきましては、個人情報を含む案件でございます。次に（２）協議事項 協議第３

３号 人権に関する川柳の最終選考についてにつきましては、審査過程であり、決定

後に公表する案件でございます。次に協議第３４号 令和５年度町立湯河原美術館関

係資料の寄贈受入れについてにつきましては、寄贈者の個人情報を含む案件でござい

ます。以上４件の会議を非公開としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

委員 全員異議なし 

菅沼教育長 それではご異議がないものと認め、この４件につきましては、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書き及び会議規則第３３条第１

項の規定により、非公開といたします。 
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  議事録の承認 

    令和５年１０月教育委員会定例会議事録の承認について 

菅沼教育長 次に、議事録の承認に入らせていただきます。令和５年１０月教育委員会定

例会議事録の承認について、事務局から説明をお願いします。 

神保学校教育課管理係長 令和５年１０月教育委員会定例会議事録につきまして、修正等

はございません。 

菅沼教育長 説明が終わりました。議事録について、何か質疑等はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

菅沼教育長 ないようでしたら、令和５年１０月教育委員会定例会議事録については、承

認することでご異議ございませんか。 

委員 全員異議なし 

菅沼教育長 それではご異議がないものと認め、令和５年１０月教育委員会定例会議事録

については承認されました。 

    

案 件 

（２）協議事項 

  協議第３２号 今後の町立幼稚園及び小・中学校のあり方について 

菅沼教育長 次に案件に入らせていただきます。（２）協議事項 協議第３２号 今後の

町立幼稚園及び小・中学校のあり方についてを案件といたします。事務局から協議理

由の説明をお願いします。 

大木学校教育課長 協議第３２号をお願いします。 

  （資料に基づいて、協議第３２号 今後の町立幼稚園及び小・中学校のあり方につい

て 

   説明） 

  ・今後、湯河原町がめざす教育、子どもたちにとってのよりよい教育環境、適正規模・

適正配置 

菅沼教育長 これをもって協議理由の説明を終わります。様式的には、完成と言うのはま

だ早いというのは承知しておりますが、このような構成で策定させていただきたい

ということです。ですから、それぞれの文面について、もし修正したいもの等があ

ればおっしゃっていただきたいですし、「今後の検討」というあたりについての思

いや表示の仕方等があれば、ご意見などをお願いしたいと思います。今後、毎月継
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続してやっていくようになると思います。質疑・ご意見はございますか。 

西山委員 最終的には、町民すべての方々にこの考え方は伝えなくちゃいけないと思いま

す。いま教育現場では、一般にはあまりなじみにくいような教育用語で表すんですが、

３ページのところで、「ＳＴＥＡＭ」とあります。これは科学（Ｓ）、技術（Ｔ）、工

学（Ｅ）、芸術（Ａ）、数学（Ｍ）ですよね。その言葉の頭文字を組み合わせたもので

すが、こういった部分はわかりやすく、使ってもいいけれども詳しく示してほしいな

と思います。 

菅沼教育長 総合計画などにもあるんですが、ページの下に点線か何かで仕切って、それ

で「ＳＴＥＡＭとは」という説明書きを入れてあげた方がいいと思います。確かにこ

れは特殊な言葉です。他のページでもそういう少しわかりにくい言葉があれば、その

ようにした方がいいと思いますね。 

西山委員 ＧＩＧＡスクールなどもそうですね。 

菅沼教育長 そういう言葉を１つのページにまとめてしまうと、そこのページまで行かな

いと見られない。総合計画などでは、書いてあるページの下段の方に、すぐ町民の方

がわかるように示してあります。そういう編集はできると思いますので、そういう方

向性でお願いします。 

大木学校教育課長 用語につきましては、わかりやすく記載させていただきたいと思いま

す。 

菅沼教育長 小学校も中学校も、将来の児童・生徒数の実際の数値が、１年延びた見込み

を今回推計値とさせていただいて、児童・生徒数の減少が一段と進んでいった中で、

何か思いがありましたら、お願いしたいと思います。 

貴田委員 小・中学校のあり方の基本的な考え方については、特に問題はないと思います。

幼稚園についての基本的な考え方についてですが、（２）はそのとおりで、問題ない

と思います。（１）については、内容はこのとおりだと思います。その上で、個人的

な意見ですが、幼稚園は保育園とは違うという部分について、何か１行でもいいので、

あった方がいいと思います。幼稚園と保育園は、元来別々のものですが、現在、無償

化によって、そのあたりが一緒くたになりつつあると思います。根本的には全く違う

ものです。基本的な考え方として、そこの違いは図っていきたいというような文言が

あると、幼稚園の入園者増にもつながってくるのではないかと思います。検討してい

ただければと思います。 

菅沼教育長 幼稚園の項目のどこかに入れ込めばいいということですかね。 
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大木学校教育課長 基本的な考え方の中に、幼児教育は保育ではないという文言を入れた

らどうかというご意見ですよね。 

貴田委員 そうです。あくまで、小学校に上がるための教育を行う場所なんですというと

ころです。本当に短くていいので、入れていただきたいなと思います。 

菅沼教育長 他の委員の方、何かございますか。 

山田委員 難しい話なんですが、基本的に子どもの数が減っていくという前提での計画を

話し合っているんだなと思います。そして、何がきっかけで移住者が増えるのかわか

らないなとも思っています。総合教育会議が年に何回かありますが、地域政策課の

方々もおっしゃっていますが、移住にも力を入れて、子育て世帯が湯河原に移住しよ

うというきっかけが増えると、結構簡単に人数が増えるのかなと。軽井沢はコロナ

前・後について、テレワークがされるようになったり、学校が魅力的になったことも

ありまして、３つの公立小学校・１つの私立小学校のうち、公立の軽井沢西部小学校

は、コロナ前に比べると、児童数が７０人増えました。現在、校舎の増築を検討して

いる段階のようです。３年ほどの間に、７０人の児童が増えるというのは結構すごい

ことだと思っています。湯河原についても、新しいあり方を検討する中で、３つの小

学校が２つになるとか、１つがもっと魅力的になるとか、そこに移住が絡んできたと

きに、令和３年度から令和１１年度の推計で見ますと、湯河原小学校で１００人減っ

ています。軽井沢のように４００人になるとかというのはハードルが高いと思います

が、教育委員会の推計では減っていくんですが、湯河原町全体で見たときには緩やか

というか、移住促進に力を入れていくから、子育て世帯は移住してきて、この人数は

横ばいになるのが目標なのかによっても、学校数の話などは変わってくるのかなと思

いました。この推計でいきますと、減りますから、それを受け入れましょうという感

じになるのかなと思います。教育委員会だけで話せることではないと思うので、総合

教育会議などで話すテーマかも知れません。これが維持された場合、３校がそのまま

継続していく未来というのもあるのかも知れないと思います。毎回悩みながら、この

テーマと向き合っています。 

菅沼教育長 山田委員がおっしゃったとおり、教育施設も待ったなしの状態で、学校１つ

建て替えるのに、たとえば２年後に建て替えますということはできないです。教育施

設を整備する大規模な建て替えという話になりますと、５年から７年のスパンでやら

なければなりません。そういった中で、人口増を見込んでハード的なものを建てると

いうのは、恐らくいまの時代にそぐわない。そういった中で、減少するのをどの程度
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まで見込んでやるのかというのは、議論の余地があると思います。町の総合計画の方

でも、人口を２万人で踏みとどめたいという計画を、もう５年くらい前に出していま

すので、そういう思いは変わっておりません。それを踏まえつつ、減るのは間違いな

いのだなと。魅力ある学校、教育というのをはっきり打ち出していった中で、こうい

う冊子にきちんと入れることによって、それを見て、来てくださる方もいらっしゃる

かも知れない。ソフト的なものは、いまやっていることを充実させた中で、いいこと

はどんどん外に発信していこうということで、それを見て来ていただけるのは、あり

がたい話です。それはずっと平行線のテーマだと思います。山田委員は思いをわかっ

ていただいているから、そこまで行かないまでも、「緩やか」という言葉を使ってい

ると思いますが、教育に限らず、町としても緩やかを目指したい。下がるのは止めら

れないけど、緩やかなカーブにしたいということで町の施策を行っております。 

ただ、教育でそれをとると、どこで見込むのか。いま言いましたのは、５年６年先

につくり始めるためには、今、ある程度の規模を目標を持ってスタートしないと、要

はそこなんですよね。数年で建て替えるのであれば、人数が増えてきたから、じゃあ

これをやろうというのができるけれども、教育施設を整備するとなると、ある程度何

年か先を見通してやらなければいけない。どこで見るかというのが非常に厳しいです。 

山田委員 東台福浦小学校については、小規模だからここで学ばせたいと移住してきた方

たちがいるとなると、そこは大事にしなきゃいけないなと思います。 

菅沼教育長 それについては、３ページの（４）学びの多様化学校、小規模特認校、小中

一貫教育校、これらを並行して検討していけば、いまは「検討する」という言い方し

か書いてないけれども、じゃあこれをやっていこう、将来のあり方の中で、言葉が適

切かわかりませんけど、統合するところは統合する、だけどこういう学校は残そうと

か、そのために入れているんです。決して、小規模な学校の良さをすべてなくすとか、

そういう意味合いはないんです。並行して考えています。これをつくり上げていって

も、スケジュール感的には、いま原案をつくろうとしていますので、それを議会にも

説明しますし、住民説明もやります。住民説明は決定したものを説明するのではなく

て、原案で説明して回ります。住民説明の意見交換を踏まえた上で、最終的に詰めま

す。令和１１年度って、そんな先ではなく、たった６年先でこんなに減っちゃうのか

と思いますが、現実的に、いま生まれている子どもの数で推計しています。人口推計

でいろいろな計算式があって、生まれていない人口の部分まで推計しているような数

字ではないんです。ずっと議論していきますので、ご意見をいただければ、その部分



6 

 

を踏まえたものを次に出すことになりますので、ご意見がありましたらどうぞ。 

西山委員 先ほど貴田委員から出された幼稚園のことですが、（２）公立幼稚園の役割の

文章に、「公立幼稚園の役割は・・・終了したものと考えます」とあります。そのあ

と続きを読みますと、「配慮が必要な児童の受け入れは」とあります。終了しました

よ、だから本当は役割はないんだけども、中にはちょっといろいろな事情を抱えてい

るお子さんがいるようだから、私立幼稚園もあるけれども、このままですと、福浦幼

稚園で引き受けますよというような捉え方をされてしまうような気がするんですね。

この「終了」という部分が、何かちょっときついような気がするんです。たとえば、

「果たす役割が従来とは変わってきている」とか。「終了した」というのは、ちょっ

と冷たいなという感じがします。幼稚園の教育の（１）基本的な考え方の中に、公立

幼稚園では、「所在する地域の自然を生かした遊びや学び」というように、これその

ものが公立幼稚園が果たしている役割じゃないかなと思うんですよね。ですから、断

定的な言葉ではなくて、もう少し違う言葉がないかなと思いますね。 

菅沼教育長 事務局で、次回までに考えてください。 

山田委員 公立の保育園と公立の幼稚園とで、３歳以降のカリキュラムについては、全然

違うんですか。 

菅沼教育長 預かりと学校ということです。 

山田委員 教育が入っているということですね。公立の保育園と幼稚園では、費用負担は

ほぼ変わらないんですか。 

大木学校教育課長 ３歳以上については、いま無償化になっております。 

菅沼教育長 公立でも、もともとの費用は相当違うと思いますよ。幼稚園は、月額５，０

００円とか６，０００円ですから。恐らく、保育園はもう少しかかっていると思いま

す。いまでこそ全部無償になっていますけど、所得ランクか何かで保育料が変わって

いたと思います。幼稚園のように、５，０００円などということではなかったです。 

  他に何かございますか。 

委員 質問、意見等なし 

菅沼教育長 質疑がないようですから、質疑を終了いたします。これより協議第３２号を

挙手により採決いたします。普通ですと、「本案は原案のとおり・・・」という流れ

なんですが、本案は今日ご指摘いただいた点を修正するとともに、今後も継続して協

議していくことに賛成の方は、挙手願います。 

委員 全員挙手 
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菅沼教育長 全員賛成。よって、本案は今後も継続して協議をすることに決定いたしまし

た。 

 

  報 告 

   （１）教育委員会事務局職員の人事について 

菅沼教育長 次に、報告に入らせていただきます。（１）教育委員会事務局職員の人事に

ついて、事務局から報告をお願いします。 

大木学校教育課長 資料１をお願いします。 

  （資料に基づいて、教育委員会事務局職員の人事について 報告） 

  ・人事異動一覧表（令和５年１１月１日付） 

菅沼教育長 報告が終わりました。何か質疑はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

   （２）子どもフォーラムについて 

菅沼教育長 次に、（２）子どもフォーラムについて、事務局から報告をお願いします。 

石井指導主事 資料２をお願いします。 

  （資料に基づいて、子どもフォーラムについて 報告） 

  ・令和５年１１月１１日、１２日 実績報告 

石井指導主事 フォーラムに出席いただいておりますが山田委員、いかがでしたか。 

山田委員 参加人数が少なくて、残念でした。一時期はロゲイニングを８０人くらいで行

っていた時代もありましたので、もっと地域の方々にも参加していただけたらいいな

と思いました。２日目については、子どもフォーラムと言っても、湯小の子しかいな

かったんです。たまたま湯小の校長先生も来てくださったので、湯小フォーラムだな

という感じになりました。その中で、２家庭のお子さんは、４月に移住されてきた方

でした。移住後、フォーラムで他の子どもたちとつながりたいなという気持ちで参加

されたんだなという、新たな発見がありました。高校生については、報告の中でもあ

りましたように、フォーラムの卒業生が中心となって参加してくれて、彼らがファシ

リテーションもしてくれました。世代交代で今年、来年あたり引退しようかなと思っ

たりしたぐらいです。ボランティア１名というのがありますけど、高校卒業後、戻っ

てきてくれて参加してくれたんです。湯河原の高校生・大学生たちが一緒に混ざると

いうのがよかったなと思います。あとは吉小と東台小の子どもたちの参加をどうやっ
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て増やそうかなというのが課題です。 

菅沼教育長 報告が終わりました。以前は吉浜も東台も来てましたよね。１日目もいなか

ったんですか。 

山田委員 １日目はいましたね。１日目は、ロゲイニングを本気でやりたいという親子な

どがいらっしゃいました。  

また、感触としては、７～８年前に比べると、子どもたちの暮らしは落ち着いてい

るんだなと、ダイアログを見ながら思いました。以前の激しいいじめとか喧嘩、友達

の苦しさなどは、この小学生９名を入れてですけど、いまはあんまりないよという感

じでした。 

菅沼教育長 他に何かございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

  その他 

   令和６年度湯河原町教育委員会基本方針の策定について 

菅沼教育長 次に、その他に入らせていただきます。令和６年度湯河原町教育委員会基本

方針の策定について、事務局からお願いします。 

大木学校教育課長 資料をお願いします。 

  （資料に基づいて、令和６年度湯河原町教育委員会基本方針について 説明） 

  ・資料は令和５年度の基本方針 

菅沼教育長 説明が終わりました。委員の皆さん、何かございますか。 

山田委員 この資料は３月につくったと思いますけど、今年は早くしようという話をした

ような気がします。今年はどこぐらいを目指すのかなと思います。３月ですと、学校

の校長先生たちが学校の経営方針を出すときには間に合わなくて、ほぼ読まれていな

くて、もっと連携があればなと思います。早めに校長先生たちとシェア会のようなこ

とができるといいなと思います。 

菅沼教育長 来月からですので、少なくとも１月まではかかりますね。会議のときだけで

はなく、普段から委員の皆さんのご意見を受け付けておりますので、電話・ファック

ス・メールなどで送っていただければ、来月からそれらを反映したもので出させてい

ただきます。そうすれば、期間を短縮していけるかなと思います。 

貴田委員 令和５年度のは議論がいろいろあったんですよね。たぶん、それで遅れたんだ

と思います。 
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菅沼教育長 フルリニューアルでしたからね。そこまででなければ、そんなに手間はかか

らないと思います。個人的に、ジェンダーを表に出したいなというのがあります。実

は中学校にご協力をいただきながら、ジェンダー問題についてやりたいというお話を

してあります。中学校の生徒たちもそうですし、制服の問題もそうですし、他のとこ

ろでは制服の改定とかをしています。改定したいという思いではなくて、まずはそう

いう気持ちを教員や生徒にもしっかり理解してもらうような取り組みをした中で、じ

ゃあ制服を変えようとか体操服を変えようとか、いろいろあるかと思います。押し付

けてやるものではないので、まず浸透することから始める。そう言っているにも関わ

らず、教育基本方針にないのは何なんだって言われちゃうんですが。それは新しい項

目にするか、人権的なところに書き込んでいくのかというやり方についてはいろいろ

あるかと思います。社会教育の方でも、いろいろ行事のあり方について問われたり、

実行委員会でいろいろと言われたりしていますので、そういうものもどこかで検討し

ますとか入れていかなきゃいけないと思います。 

西山委員 私は基本方針については、令和５年度になって半年余り過ぎて、よほどの問題

が起きているなら、基本方針を見直さなければならないのかなと思いますけど、そう

ではないので、それはいいと思います。問題なのはここの目標について、実際に評価

委員さんに評価をしていただくのが２月ぐらいでしたよね。たとえば社会教育の部分

で「５青少年の健全育成を図ります」ということで、１２ページの（６）、町内すべ

ての小学生を対象とした居場所ということで、放課後子ども教室等があるんだけれど

も、ここについては、実際には中学生の部分についてはうたわれてないですよね。 

ところが、いま山田委員が関わっているユガラボ、あの形でも実際に活動は行われ

ているわけです。そうすると、それに対して、町の社会教育がどういう関わりを持っ

たかによって、ここは恐らく来年度は変わってきますよね。ですから、そういったよ

うな形で、実際に取り組んでいるものがある、その取り組みによって、こんなふうに

子どもたちは変わってきているんだというようなものが顕著なものとして出てくれ

ば、当然、今後目標的な部分は、個々に変わってくると思います。それも１つの手立

てとして、ここの（６）については、次年度に向けては、中学生との関わりの部分を

少し取り入れるとか、そういう方法もできるんじゃないかと思います。１点１点全部

という形じゃなくても、実際に具体的な活動ができている、はっきりと見えている、

そういったようなものを中心にして、次年度はこれを目標的な部分をいろいろ変えて

いくとか、そういう方法もいいのかなと思いますね。 
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菅沼教育長 確かに、黒い太字で記載されている項目が毎年度変わるというのは、あまり

好ましくない。いま言われたように、臨時的に緊急的に取り組まなければいけないこ

とがあれば入れるとしても、先ほど言いましたように、ジェンダーをやりたいと言っ

ても、人権の中にぶら下げれば、新しい項目でなくてもやれるわけです。 

山田委員 ６ページ・７ページあたりの学校教育における基本目標のところは、校長会と

かに我々が行っていいのかわからないですけども、そういう場でざっくばらんに、「実

際どうですか」とか、「うちの学校はこういうことをやっているので、もっと入れた

方がいいですよ」とか、そういう話を一度校長先生方とできてもいいのかなと思いま

す。逆に、記載されていることでも、いまの体制では難しいとか、そういうこともあ

るのかなと。 

菅沼教育長 ６ページの１から５までは、特段、湯河原町に特筆する項目ではなく、一般

的な項目です。これはどの小・中学校でも踏まえていると思います。 

ただ、学校の教育計画にこの項目が出てこない場合もありますけど、これは学習指

導要領に出ている項目です。言葉の使い方は違っても、踏まえてはいるはずです。６

番は本町独自のということですし、７番はあり方について始めていることですね。い

まから基本方針を考えるのと、学校の教育計画を校長先生がつくり始めるのをすり合

わせるのには、時間が無さ過ぎますね。基本方針が動くのが遅すぎるのもあるかも知

れませんけど、校長先生たちは新年度から始めるので、３月にはつくり上げますから

ね。相当厳しいですね。だから、毎月行っている学校訪問の４月か５月のときに、各

学校はその年度の教育計画を説明していただいていますので、それと基本方針のすり

合わせが、いい・悪いではなくて、こっちを載せますかという議論をやっていっても

いいですよね。他に何かございますか。 

委員 質問、意見等なし 

菅沼教育長 その他の中でやってきておりますけど、委員の皆さん、その他で何かござい

ますか。 

委員 質問、意見等なし 

菅沼教育長 事務局から何かありますか。 

事 務 局 なし 

菅沼教育長 では、以上をもちまして、本日の秘密会を除く日程は、すべて終了いたしま

した。秘密会を除く定例会を終了いたします。 


